
道修町地域景観づくり協定に向けた取組

資料４
1 検討の背景と体制

●背景

・大阪市による道修町通2・3丁目における電線地中化に合わせた道路

整備（「かんまち事業」）が契機

・道路デザインの検討の中で地上機器を原則船場後退部に設置する方

向を確認

・船場後退部のしつらえと合わせて沿道の敷地や建物のデザインも含

めたまちなみデザインルールづくりに展開

道路整備の概要

●検討体制

・景観部会（対象地域の全地権者・関係者）、景観づくり検討チーム

（公募メンバー、デザインチーム、大阪市アドバイザー、事務局）

を設置

・景観づくり検討チームにおいて協議、節目毎に対象地域の会員外関

係者も呼びかけ景観部会を開催

2 道修町通が目指すまちの姿

●まちの未来像、ヴィジョン

Quartier Medica （カルチェ・メディカ）
私たちは、道修町の歴史である医薬、医療（Medica：メディカ）を起

点に、多様な人々が集う界隈（Quartier：カルチェ）となるよう願いを

込めてこの街の未来像・ヴィジョンを“カルチェ・メディカ”と呼びま

ちづくりを進めます。

3 デザインコンセプトと３つのデザインスキーム

●デザインコンセプト

道修町通を「未来の参道」にみたてる

道路整備が本格化する2020年が道修町の少彦名神

社の創建から240年の節目にあたることにあやか

り、再整備する道を「未来の参道」とみたて、沿

道の建物と合わせて「ハレ（祭り）」の日の賑わ

いを、「ケ（日常）」の日にも引き込み歩きやす

く品格と賑わいのある通り空間を目指します。

●３つのデザインスキーム

「フラットなみち」で遊歩を促す

日常・非日常問わず、歩く人も車椅子の人も安心して訪れることの

できる歩きやすくフラットなみちをつくります

「灯籠の列」でまちなみを整える

街灯を参道に連なる灯籠と見立て品格のあるまちなみをつくります

「たまりの杜」で賑わいをさそう

船場の街の交流の場であった軒下、床几のあった余白の空間を現代

に引き継ぎ、訪れる人のためのしつらえとしてのたまりの杜をつく

ります

道修町まちづくり瓦版 DOSHOMCHI TIMES VOL.4 より
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4 まちなみのデザインルールの考え方

●まちなみデザインルールの対象

・道修町通に面する敷地（2・3丁目）を対象とします。

●まちなみデザインルールの構成

・定量的、具体的なルールである

「景観ルール」と、より創造的な

デザインの誘発を目指す「デザイ

ンのキーワード」で構成します。

・「景観ルール」は、最低限守るべ

きルールと、より水準を上げた推

奨ルールを設定します。

まちなみのデザインルール

景観ルール

最低限ルール

推奨ルール デザインの

キーワード

道修町地域景観づくり協定に向けた取組

5 まちなみのデザインルールの素案

●景観ルール

・以下の項目について最低限ルール、推奨ルールを設定します。

項目 考え方（方針） ルールの概要（代表的なもの）

船場後退部

・道路などのパブリック空間と

建物敷地などのプライベート

空間をつなぐ「余白」となる

セミパブリック空間としてし

つらえ、まちづくりの目標に

沿ったまちの活性化につなが

る多様な活用を考える。

・道路や隣地、建物低層部や敷

地内のオープンスペースとの

一体性を生み出す。

［最低限ルール］

・歩道と段差がある場合は植栽

ポットを置くなど工夫

・歩道と連続したデザインとな

るよう配慮（※）

・隣地の後退部と連続したデザ

インとなるよう配慮

［推奨ルール］

・地上機器の色彩はN4とし、

目立たないよう工夫

・歩道や隣地の後退部との段差

を解消

※歩道と連続した船場後退部のデザイン

歩道の舗装材

歩道舗装材との連続性を

取り入れた船場後退部施

工例（2丁目）

項目 考え方（方針） ルールの概要（代表的なもの）

外構部

（船場後退

部以外）

・敷地内にオープンスペースを

設ける場合は、人々のたまり

や賑わいを生み出す空間とし

てしつらえる。

［最低限ルール］

・船場後退部と連続したデザイ

ンとなるよう配慮

・建築ファサードへの視線を遮

る塀等は設けない

・緑により積極的に演出

［推奨ルール］

・植栽は道修町にゆかりのある

ものや多年草、宿根草など多

様な構成

・植栽ますなどを利用して座れ

る部分をつくる

・公共空間として開放

・地上機器は通りから目立たな

いよう工夫
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Ⅳ

章 ３ 色彩についての配慮 

6 3  

STEP 5

３  色彩についての配慮 

色彩はまち並みに大きく影響する重要な要素です。配慮のポイントを理解し、まち並みにふさわ

しい配色を考えましょう。 

３－１ 基本事項 

① 対象と「使用してはならない色彩」について 

・届出対象となる大規模な建築物や工作物等の外壁（外装）基調色

（外観全体又は正面で最も面積の大きい色彩）を対象としていま

す。 

・色彩調査の結果から、現況の景観の中であまり使用されていない

奇異な色彩や、その色彩が混入することで市の景観が大きく混乱

するような色彩を［使用してはならない色彩］として範囲指定し

ています。 

・しかしどちらかというと緩めの範囲設定になっており、［使用し

てはならない色彩］でなければ、どのような色彩を使っても問題

がないというわけではありません。建築物や工作物等を計画する

際には、周辺景観との調和を考慮し、今ある景観をさらに充実さ

せるよう、慎重な色彩選定をお願いします。 

 

② 色のものさし…マンセル表色系 

一般に色彩は⻘、⾚等の色名で呼ばれますが、解釈の幅があり、低彩度色を主体とする建築物等

の微妙な色彩を適切に表現することが困難です。 

本市では、色彩を正確かつ客観的に表すために、マンセル表色系を採用しています。マンセル表

色系は、ＪＩＳにも採用され、多くの国々で用いられている、色彩のものさしといえる尺度で、一

つの色彩を「色相（しきそう＝いろあい）」「明度（めいど＝あかるさ）」「彩度（さいど＝あざやか

さ）」という３つの属性の組み合わせで表現します。 

 
色相 色合い（いろあい）を表し、

⾚Ｒ・⻩Ｙ・緑Ｇ・⻘Ｂ・紫

Ｐ・⻩⾚ YR・⻩緑 GY・⻘緑

BG・⻘紫 PB・⾚紫 RP の 10

の色相があります。無彩色は

Ｎで表します。 

明度 色彩の明るさを表し、完全な⿊

を明度０とし、完全な白を明度

10としています。 

彩度 色彩の鮮やかさを表します。無

彩色を０とし、鮮やかなほど数

値が大きくなりますが、色相に

よって彩度の上限は異なりま

す。 

次は例外とします。 

・法令や地区独自のルールで

色彩の規定があるもの 

・近隣の理解が得られるラン

ドマーク的な建物等 

・素材色を基調とした建物 

（着色を施していない⽊

材、⾦属板、スレート、ガ

ラス等） 

STEP５

道修町地域景観づくり協定に向けた取組

項目 考え方（方針） ルールの概要（代表的なもの）

サイン・屋

外広告物等

・サインや屋外広告物等の設置

は必要最小限とし、設置する

場合には街並みに調和した道

修町の品格にふさわしいもの

とする。

［最低限ルール］

・公序良俗に反せず、不快感を

与えない

・船場後退部に設置しない

［推奨ルール］

・中高層部の壁面に設置しない

・屋上に設置しない

・道修町のブランディングに資

するデザイン性の高いもの

色彩

・周辺の街並みに配慮しつつも、

「たまりの杜」の緑が映える

色彩（※）とする。

［最低限ルール］

・ベースカラー及びサブカラー

は低彩度を基調

・サブカラーは1/4、アクセン

トカラーは1/20かつ20㎡を

超えない

［推奨ルール］

・建築物の外壁のベースカラー

の色相は2.5R～2.5Y

・サブカラーやアクセントカ

ラーにより演出

※「たまりの杜」の緑が映える色彩

【最低限ルール】

・ベースカラー及びサブカラーは低

彩度の色彩（色相Ｒ・ＹＲの色彩

は彩度６以下、その他の色相は彩

度２以下）を基調

【推奨ルール】

・建築物の外壁のベースカラーの色

相は2.5Ｒ～2.5Ｙ

参考 大阪市景観計画の基準：色相に関わらず彩度６以下

2.5R～2.5Y

項目 考え方（方針） ルールの概要（代表的なもの）

建築物

・建築物のファサードやフォル

ムは、周辺の街並みとの調和

に配慮し、風格と賑わいのあ

る業務地にふさわしい品のあ

るデザインとする。

・街並みのアクセントとなって

いる歴史的建築物（※）を尊

重する。（武田道修町ビル、

小城製薬、北垣薬品、旧小西

家住宅※※、大阪ガスビル※※

など） ※※地区外

・歴史的・文化的価値の高い建

築物はできる限り維持・保全

する。建替えや改修を行う場

合であっても価値が継承され

るよう努める

［最低限ルール］

・交差点部では街角を演出する

デザイン

・外構部と一体となったトータ

ルなデザイン

・通りに面する低層部の壁面は

閉鎖的にならないよう工夫

・中高層部の壁面は分節化など

圧迫感を軽減

・特徴的な建物を引き立てたり、

一体となって街並みを演出

・歴史的・文化的価値の高い建

築物の建替えや改修では歴史

的な意匠をモチーフとしたデ

ザイン

［推奨ルール］

・立体的な緑の演出

・歩道に面する部分の１階は一

般に公開された用途

・通りから見える展示物は道修

町の品格にふさわしいもの

・歴史的・文化的価値の高い建

築物の建替えや改修ではファ

サードを保存

※街並みのアクセントとなっている歴史的建築物（例）

武田道修町ビル（２丁目） 小城製薬（２丁目） 北垣薬品（３丁目）
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道修町地域景観づくり協定に向けた取組

●デザインのキーワード

・以下のようなキーワードを設定し、具体的なデザインへの展開例を

示します。

・デザインのキーワードは適宜追加していくイメージです。

キーワード 趣旨

ハレ（祭り）とケ（日常）
日常のケの空間の中に神農祭のハレの舞台とな

る空間を仕込む

「くすりのまち」の伝統
近世から現代に続く「くすりのまち」の伝統を

感じさせる

参道の空間
まちの歴史をともに重ねてきた少彦名神社に敬意

を払う

余白の空間 あえて作り込まない空間を綿密にデザインする

たまりの杜
立ち止まり、憩い、交流できる緑の空間をしつ

らえる

薬になる木
道修町のアイデンティティを表現する薬用樹⽊

（※）を植栽する

項目 考え方（方針） ルールの概要（代表的なもの）

夜間照明

・敷地内の照明は、街路灯など

の公共空間のあかりとの調和

を考え、通りとしてまとまり

のある夜間景観を形成する。

・照明により夜間の安全な通行

のために必要な明るさを確保

しつつ、上品で洗練された雰

囲気を演出する。

［最低限ルール］

・照明器具は建築物や外構部と

調和したもの

・周辺への光害を生じないよう

配慮

・温かみのある色味のあかり

（※）を基調

［推奨ルール］

・神農祭などのイベントに合わ

せて照明により一時的に演出

※温かみのある色味のあかり

【最低限ルール】

・ファサードの照明及び低層部からもれ出るあかりの色温度は2500～3000Ｋ

（ケルビン）程度

【推奨ルール】

・中高層部から通りにもれ出るあかりの色温度は温かみのある色味のあかりを

基調

大阪市景観計画読本より

2500～3000K

※薬用樹⽊（日なたを好むもの）
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7 推進団体認定後の取組と今後の主な検討課題

●これまでの取組

・これまで以下の事項に取組んできています。

●今後の主な検討課題

・今後は以下の事項の検討に取組みます。

6 地域景観づくり協定と運用の考え方

●地域景観づくり協定

・条例に基づく地域景観づくり協定を締結し、まちなみのデザイン

ルールを位置付けます。

・別途、協定の運用マニュアル及びデザインマニュアルを作成します。

●協定の運用の考え方

・地元関係者と専門家（現在の検討チームメンバーに相当）で運用体

制をつくることを想定します。

地域景観づくり協定

・名称

・目的

・対象区域

・協定の締結及び承継

・用語の定義

・景観ビジョン

・建築物等の位置、形態、意匠その他の良好な都市景観の形成に必要な事項

・協議会の設置及び役割

・区域内における建築等に関する意見の聴取

・有効期間

・協定の変更及び廃止

・協定の締結後の加入

別添１地域景観づくり協定の対象となる区域

別添２地域景観づくり協定を締結した者の氏名及び住所並びに代表者の氏名

別表 まちなみのデザインルール（考え方（方針）・最低限ルール・推奨ルール）

運用マニュアル

・手続きフロー

・様式 等

デザインマニュアル

・デザインのキーワード

・ルールの解説、デザイン事例

道修町地域景観づくり協定に向けた取組

・ルール素案の検討

（ルールの構成、項目、内容 等）

・協定素案の検討

（項目、内容 等）

・運用の考え方の検討

（体制 等）

・協定素案の精査

（項目、内容 等）

・ルール内容の検討の深化

（ケーススタディを踏まえた内容 等）

・デザインマニュアルの検討

・運用方法及びマニュアルの検討

（体制、方法、マニュアル 等）

・合意形成に向けた検討

（ルール内容、協定内容 等）

・協定の締結に向けた取組
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